誓　　約　　書





　　年　　月　　日　
　（宛先）
　秦野市長

   　　　申請者
        （名称）




　　　（代表者の役職・氏名）




　介護保険法施行規則第１６５条の７の規定により、介護事業所に係る申請又は届出は、電子申請・届出システム（以下、「電子申請」という。）を利用して行うことが原則とされています。
　当該規定及び秦野市の取り扱いを理解したうえで、本来は電子申請により提出すべき申請について、やむを得ない事情により、電子申請以外の方法で申請をします。
　つきましては、本申請日から３か月以内にＧビズＩＤの取得手続きを行い、今後は電子申請にて申請又は届出を行います。
　このことについて、次のとおり誓約します。
記
１　今後、介護事業所に係る申請又は届出は、電子申請・届出システムを使用して行います。
２　次回以降、正当な理由なく電子申請・届出システムを利用しない場合は、秦野市において当該申請又は届出が受け付けられないことについて、異議ありません。
介護保険法施行規則（抜粋）

（申請等の手続における電子情報組織の使用）

第百六十五条の七　次に掲げる申請、申出又は届出（以下この条において「申請等」という。）は、厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この条において同じ。）と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。）により提出しなければならない。
